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○
内
閣
府
令
第
六
十
八
号 

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実

施
す
る
た
め
、
健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十

七
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日 

内
閣
総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄 

 
 

 
 

健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令 

健
康
増
進
法
に
規
定
す
る
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
五
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後 

改

正

前 
 

 
（
手
数
料
の
納
付
方
法
）   

第
七
条 
法
第
四
十
三
条
第
四
項
（
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
庫
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
は
、
申
請
書
に
手
数

料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
貼
る
こ
と
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
等
を

行
っ
た
場
合
は
、
当
該
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
手
数
料
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）   

第
七
条 

法
第
四
十
三
条
第
四
項
（
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
庫
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
は
、
申
請
書
に
手
数

料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
は
る
こ
と
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
登
録
の
申
請
）   

第
九
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
一
～
三 

略
］ 

 

四 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
書
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

［
イ
～
ハ 

略
］ 

ニ 

外
部
精
度
管
理
調
査
（
国
そ
の
他
の
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
が
行
う
精
度

管
理
に
関
す
る
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
た
め
の
計
画
を
記

載
し
た
文
書 

ホ 

［
略
］ 

五 

［
略
］ 

３ 

［
略
］ 

 

（
登
録
の
申
請
）   

第
九
条 

［
同
上
］ 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

 

四 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
書
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

［
イ
～
ハ 

同
上
］ 

ニ 

外
部
精
度
管
理
調
査
（
国
そ
の
他
の
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
が
行
う
精
度

管
理
に
関
す
る
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
期
的
に
受
け
る
た
め
の

計
画
を
記
載
し
た
文
書 

ホ 

［
同
上
］ 

五 

［
同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 

 

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


	次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

